
＜交通事故の対応マニュアル＞ 

⓪負傷者の救護 ＊最優先 その場を立ち去ることは、道路交通法72条「救護義務違反」になる 

 

①「警察への届け出」→必ず連絡 届け出がないと、道路交通法 72条「報告義務違反」になる 

 

②相手の連絡先情報を確認 

  自動車のナンバー              

住 所                   

氏 名                   

連絡先☎                 ＊名刺や運転免許証などを見せてもらうとよい 

自賠責保険                任意保険                  

 

③家、学校へ連絡 学校☎ ０５３２-６１-３１４６ 

 

④周囲の人への協力、依頼 

  お名前                   連絡先                  

  ＊周囲に人がいれば助けを求めること 

  ＊後日、事故の証人となってもらうようにお願いするとよい。 

 

⑤「交通事故届」を生徒指導部へ提出 ＊「交通事故届」は、生徒指導室 


